
Q&A ボグ・カイライ事件

ウィキペディアより転載：防具開来事件：-
事件の始まりは次のとおりです。中国に住む英国
⼈人ビジネスマンのニール・ヘイウッドは、外国企
業の中国市場への参入と調査を⽀支援するビジネス 
コンサルタント仲介業者です。

1990 年年代初頭、ヘイウッドは 20 代前半で北京⾔言
語⽂文化⼤大学に通い、中国語を学びました。 その
後、遼寧省⼤大連に移り、中国⼈人妻の王魯路路に会
う。

. 薄熙来が⼤大連の市長だったとき、ヘイウッドは
彼に⼿手紙を送り、⼤大連への外国投資の誘致を⽀支援
することを望んでおり、それによって薄熙来との
接触を確立しました。

彼は薄瓜瓜（薄熙来の息⼦子）の英語教師であり、
彼が有名なHarrow Schoolに入学するのを助けま
した。

2007年年、彼はBogu Kailai（以下「Gu Kailai」Bo 
Xilaiの妻）を代表して、フランスの⾼高級ヴィラの
財産権の50％を保有しました。

2011 年年 11 ⽉月 15 ⽇日、ヘイウッドは重慶南⼭山麗景リ



ゾート ホテルで死亡しているのが発⾒見見されまし
た。 

当時重慶市の副市長で公安局の局長だった王⼒力力軍
⽒氏が事件を調査したところ、重慶市当局は死因を
「飲み過ぎ」と発表し、死体は解剖されずに火葬
された。

その後、王⼒力力君は当時重慶市党委員会書記だった
薄熙来に追い出され、薄熙来は科学と教育を担当
する副市長に異異動した。 

王立軍は事件を⼼心配して、2012年年2⽉月6⽇日に成都
の⽶米国総領事館に政治亡命を申請し、ヘイウッド
の死の裏話を報告した。

王立軍が提供した証拠により、ヘイウッドの事件
は再調査され、再調査の結果、ヘイウッドは殺⼈人
で死亡し、顧開来と張暁軍は重⼤大な犯罪の疑いが
あり、訴えられた。

Gu Kailai は 2012 年年 8 ⽉月 20 ⽇日に安徽省合肥市の
中級⼈人⺠民法院で殺⼈人罪で有罪判決を受け、2 年年の
執⾏行行猶予付きの死刑を⾔言い渡されました。 

安徽省⾼高等法院の審理理後、彼は法務省の塩城刑務
所に送られ、刑に服した。



2015 年年 12 ⽉月 14 ⽇日、北京⾼高等裁判所は、顧開来
の死刑判決を 2 年年間執⾏行行猶予とし、無期懲役に減
刑するという判決を下した。

質問：上記の場合、執⾏行行猶予付きの死刑が無期懲
役に減刑されたが、減刑の程度は法律律に適合する
か。 執⾏行行猶予2年年で無期懲役に減刑された後に減
刑を申請することはできますか。

回答: 1) 顧開来は 2 年年の執⾏行行猶予付きの刑に服し
ている間、故意に犯罪を犯しておらず、2 年年の刑
期満了了後の無期懲役への減刑は法律律に準拠してい
ます。

 「刑法」第50条の規定により、執⾏行行猶予付きの
場合、執⾏行行猶予期間中に故意の犯罪がなければ、
2年年の期間満了了後、無期懲役に減刑される。 .した
がって、顧開来は執⾏行行猶予付きの 2 年年間の刑期中
に故意に犯罪を犯したわけではなく、無期懲役へ
の減刑は法律律に準拠していた。 

2 年年間の執⾏行行猶予期間中に顧開来が重要な功績を
残した場合 (例例: 他⼈人の犯罪⾏行行為を暴暴露する、真実
を検証する、または他の事件を解決するための重
要な⼿手がかりを提供するなど)、 

2) 顧開来が刑務所の規則を誠実に遵守し、教育と
改⾰革を受け入れ、終⾝身刑中に悔悔い改めまたは功労



を示した場合、彼の刑を減刑することができ、彼
が重⼤大な功績を残した場合、

彼の刑を減刑する. つまり、顧開来が刑期中に上
記の可能性と条件を満たしている場合、再減刑を
適⽤用することができる、または適⽤用する必要があ
ります。 

刑を減刑する場合、減刑後の実際の刑期は 13 年年
を下回ってはならない。 減刑が可能である場
合、通常の状況下では、さらに減刑される可能性
は低くなります（減刑または減刑される可能性が
あるため）。 

「刑法」参照法規定:-
第五⼗十条 執⾏行行猶予付きの死刑の執⾏行行を受けた者
は、執⾏行行猶予中に故意の罪を犯していないとき
は、⼆二年年の期間が満了了した後、無期懲役に減刑す
る。故意で情状が重⼤大な場合、

死刑は最⾼高⼈人⺠民法院に報告して承認を得なければ
ならない；故意の犯罪で死刑が執⾏行行されない場
合、執⾏行行猶予期間を再計算して最⾼高⼈人⺠民法院に報
告し、最⾼高⼈人⺠民法院に報告する。記録。 故意殺
⼈人、強姦、強盗、誘拐、放火、爆発、危険物投
棄、組織的凶悪犯罪の罪で死刑執⾏行行猶予付きの再
犯者および執⾏行行猶予付きの死刑を宣告された犯罪
者については、⼈人⺠民法院は、犯罪の状況に応じ
て、同時に、その判決の減刑を制限することを決
定した.



第七⼗十⼋八条 監視監察、拘留留、有期懲役⼜又は無期
懲役の刑に処せられた犯罪者は、執⾏行行期間中、懲
役規則を厳正に遵守し、教育及び矯正を受け、反
省し、⼜又は功労; 重⼤大な功績のある功績の 1 つに
ついては、次のように減刑されるものとします。
(1) 他⼈人の重⼤大犯罪⾏行行為の防⽌止
(2) 事実であることが確認された、刑務所内外で
の重⼤大な犯罪⾏行行為の報告。
(3) 発明または主要な技術⾰革新を有する。
(4) ⽇日常の⽣生産や⽣生活において、他⼈人を救うため
に⾃自らを犠牲にする者。
(5) ⾃自然災害への抵抗または重⼤大な事故の撲滅に
おける優れた性能。
(6) その他国や社会に顕著な貢献をした者。
交換後、実際に執⾏行行される⽂文は、次の制限時間よ
り短くてはなりません。
（⼀一）……
(2) 無期懲役の場合、その刑は 13 年年以上とする。


